
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

４月26日、当局は各部局に対し、超勤上

限規定（右図）の例外として位置付けている

「他律的業務の比重が高い部署」の第２次

指定（指定公署の詳細は裏目）とともに、超勤

手当支給に関して留意事項を通知した。 

４月25日八重樫総務部長交渉では、交渉

団から「他律的業務の二次指定を巡り、職

場内で混乱が生じている。本来は原則の超

勤上限の範囲となるよう人員配置を含めて

職場改善する内容とすべき」と訴え、八重

樫総務部長も「必要最小限度の範囲で行うものであり、慎重に検討」としていた。 

しかし、知事部局211公署中、４月９日指定の17公署に90公署が加わり、107公署

と半数以上を占める内容となっている。内容は県庁各課のほとんどが該当し、かつ各振

興局土木部（土木センター）、震災復興業務がある沿岸地域の各公署の多数が該当して

いる。一部公署は現状の多忙な業務実態を追認するような姿勢も垣間見えるなど、過労

死ラインを超える上限を容認する姿勢は極めて問題といえる。 

当局通知では、「他律的部署の指定を受けた所属であっても、業務見直し・勤務時間

管理に取り組むよう徹底」としているが、客観的な勤務時間管理を徹底させ、超勤実態

を根拠に人員増を求めるなど、少なくとも原則の超過勤務上限の範囲内となる職場環境

整備を求めていくことが喫緊の課題だ。 

更に当局は、実績に応じた適切な手当支給等に関し、「部局内調整によっても、なお、

予算不足が見込まれる場合には、総務部で調整（特別超勤予算の追加配分等）」、「必要

な予算が確保されるよう補正対応を含め、年間所要額の確保に努める」との姿勢を示し

た。これは、４月25日総務部長交渉で確認したことを改めて表明したもの。 

超勤上限規定を巡る制度の大要が出揃ったが、当局姿勢は極めて不十分だ。超勤上限

を遵守できる職場環境の実現に向け、各分会での実態点検をもとに超勤上限制度導入の

検証を進め、来たる交渉で具体的な改善となるよう取り組みを強化していく。 

原則 他律的な業務の比重の高い部署

◆月１００時間未満
◆年７２０時間以下

◆２～６箇月平均80時間以下（注）
（注）２箇月、３箇月、４箇月、５箇月、６

箇月いずれの期間においても、平均が80時間

以下であることをいう。

◆月45時間超は年６箇月まで
◆月４５時間以下
◆年３６０時間以下

特例業務に係る超勤要因の整
理、分析、検証を義務付け
（６箇月以内）。

超過勤務

正規の勤務時間

特例業務（大規模災害・重大事故への対処その他重要な業務

で特に緊急に処理することを要するもの）は上限規制なし
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超勤上限の問題は

現場の客観的な超

勤実態の記録から

の検証が不可欠。

「退勤」登録は正

確に行おう。 



 

勤務場所 所属 １次 ２次

本庁 調査監 ●

本庁 秘書課 ●

本庁 広聴広報課 ●

本庁 総務室 ●

本庁 人事課 ●

本庁 財政課 ●

本庁 行政経営推進課 ●

本庁 税務課 ●

本庁 総合防災室 ●

本庁 総務事務センター ●

振興局 沿岸広域振興局経営企画部県税室 ●

本庁 政策推進室 ●

本庁 市町村課 ●

本庁 学事振興課 ●

本庁 地域振興室 ●

本庁 ILC推進室 ●

本庁 交通政策室 ●

本庁 科学・情報政策室 ●

本庁 三陸防災復興プロジェクト2019推進室 ●

振興局 沿岸広域振興局経営企画部 ●

振興局 宮古地域振興センター ●

振興局 大船渡地域振興センタ— ●

振興局 県北広域振興局経営企画部 ●

本庁 文化スポーツ企画室 ●

本庁 文化振興課 ●

本庁 スポーツ振興課 ●

本庁 ラグビーワールドカップ2019推進室 ●

本庁 環境生活企画室 ●

本庁 県民くらしの安全課 ●

本庁 若者女性協働推進室 ●

振興局 盛岡広域振興局保健福祉環境部 ●

振興局 県北広域振興局保健福祉環境部 ●

本庁 保健福祉企画室 ●

本庁 健康国保課 ●

本庁 地域福祉課 ●

本庁 長寿社会課 ●

本庁 障がい保健福祉課 ●

本庁 子ども子育て支援課 ●

本庁 医療政策室 ●

本庁 医師支援推進室 ●

出先 福祉総合相談センター ●

出先 一関児童相談所 ●

出先 宮古児童相談所 ●

出先 杜陵学園 ●

本庁 商工企画室 ●

本庁 経営支援課 ●

本庁 観光課 ●

本庁 定住推進・雇用労働室 ●

本庁 ものづくり自動車産業振興室 ●

振興局 盛岡広域振興局経営企画部産業振興室 ●

振興局 沿岸広域振興局経営企画部産業振興室 ●

振興局 県北広域振興局経営企画部産業振興室 ●

他律的部署の指定状況 勤務場所 所属 １次 ２次

本庁 農林水産企画室 ●

本庁 流通課 ●

本庁 農業振興課 ●

本庁 農産園芸課 ●

本庁 林業振興課 ●

本庁 森林整備課 ●

本庁 森林保全課 ●

本庁 水産振興課 ●

本庁 漁港漁村課 ●

本庁 競馬改革推進室 ●

本庁 県産米戦略室 ●

振興局 盛岡広域振興局農政部 ●

振興局 盛岡広域振興局農政部農村整備室 ●

振興局 県南広域振興局農政部農村整備室 ●

振興局 一関農村整備センター ●

振興局 沿岸広域振興局農林部 ●

振興局 宮古農林振興センター ●

振興局 宮古農林振興センター林務室 ●

振興局 大船渡農林振興センター ●

振興局 沿岸広域振興局水産部 ●

振興局 宮古水産振興センター ●

振興局 大船渡水産振興センター ●

振興局 県北広域振興局農政部 ●

振興局 県北広域振興局農政部農村整備室 ●

振興局 二戸農林振興センター ●

振興局 二戸農林振興センター農村整備室 ●

本庁 県土整備企画室 ●

本庁 道路建設課 ●

本庁 道路環境課 ●

本庁 河川課 ●

本庁 砂防災害課 ●

本庁 都市計画課 ●

本庁 港湾課 ●

振興局 盛岡広域振興局土木部 ●

振興局 簗川ダム建設事務所 ●

振興局 岩手土木センター ●

振興局 県南広域振興局土木部 ●

振興局 花巻土木センター ●

振興局 遠野土木センター ●

振興局 北上土木センター ●

振興局 一関土木センター ●

振興局 千厩土木センター ●

振興局 沿岸広域振興局土木部 ●

振興局 宮古土木センター ●

振興局 岩泉土木センター ●

振興局 大船渡土木センター ●

振興局 県北広域振興局土木部 ●

振興局 二戸土木センター ●

本庁 復興局復興推進課 ●

本庁 復興局まちづくり・産業再生課 ●

本庁 復興局生活再建課 ●

本庁 復興局震災津波伝承課 ●

本庁 出納局総務課 ●

本庁 出納局会計課 ●

振興局 盛岡審査指導監 ●

振興局 一関審査指導監 ●

17 90合計数


